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「2026 年度地下鉄・路面電車マナーポスター」 

企画競争提案説明書 

  

令和８年度一般財団法人札幌市交通事業振興公社告示第 18 号に基づく企画競争に

ついては、この提案説明書によるものとする。 

 

１ 告示日 

  令和８年５月 28 日（木） 

２ 契約担当 

  〒060-8614 札幌市中央区大通西 5 丁目 地下鉄大通駅西側コンコース内 

  一般財団法人札幌市交通事業振興公社 総務課法務・コンプライアンス係 

  電話 011-251-0821 FAX011-251-0829 

３ 企画競争に付する事項 

 ⑴ 件名 2026 年度地下鉄・路面電車マナーポスター 

 ⑵ 目的及び内容等 

   別紙「仕様書」のとおり 

  ※ なお、仕様書の内容は現時点の予定であり、今後企画提案の内容や協議によ

り変更する可能性がある。 

 ⑶ 履行期間 

   契約締結日から令和９年３月 23 日まで 

 ⑷ 予算額（事業規模） 

   345,455 円（消費税及び地方消費税を除く）を上限額とする。 

   上記予算額は、あくまで事業規模を示したもので、契約は別途設定する予定価 

  格の範囲内で行う。 

４ 企画競争参加資格 

⑴ 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。 

⑵ 令和８年度～令和 11 年度札幌市競争入札参加資格者名簿（物品・役務）にお

いて、業種が大分類「製造業」、中分類「出版・印刷業」に登録されている者で

あること。 

⑶ 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に

よる再生手続開始の申立てがなされている者（手続開始の決定後の者は除く。）

等経営状態が著しく不健全な者でないこと。 

⑷ 札幌市交通局競争入札参加停止等措置要領の規定に基づく参加停止の措置を

受けている期間中でないこと。 

⑸ 事業協同組合等の組合がこの入札に参加する場合は、当該組合等の構成員が、

構成員単独での入札参加を希望していないこと。 
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５ 提出書類について 

  別紙「仕様書」に基づき以下の書類を提出すること  

 ⑴ 企画書 

(ｱ) 提案書（１部）※  A4 サイズ・ホチキスなし 

ポスター見本（各 1 枚） 

PDF データ ※ 提案書およびポスターデザインの PDF データは CD-R に格

納し提出すること。 

    ※ 掲出は前期・後期の 2 期に分けて掲出となるため、2 枚並べての掲出が必

要となるデザインは避けること。 

    (ｲ)  提案書（紙媒体）にのみ提案事業者の名称を記載し、PDF データには提案

事業者を特定可能な情報の記載は行わないこと  

    ※ 会社名については「弊社」又は「◎◎社」、氏名については「■■」とい

った表現で記載すること。 

 ⑵ 見積書 

   １部（税抜） 

   ※ 別添の様式を使用すること。 

   ※ 見積書に記載する日付は、企画書の提出日とすること。 

   ※ 見積書を提出する際は、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名（法人

の場合はその名称又は商号）及び「2026 年度地下鉄・路面電車マナーポスタ

ー見積書在中」の旨記載すること。 

 ⑶ 提出期限 

   令和８年６月 19 日（金） 11 時 00 分 

 ⑷ 提出場所 

   一般財団法人札幌市交通事業振興公社 総務企画部事務所 

   札幌市中央区大通西 5 丁目地下鉄大通駅西側コンコース内 

６ 提案書類の提出にあたっての留意事項 

 ⑴ 提案は執行体制、実施方法概要、業務スケジュール、費用について示し、簡潔 

明瞭に作成すること。 

 ⑵ 提案書類の提出は、２案ひと組とし、１者につき何案でも提出可とする。 

 ⑶ 提出後の差し替え、変更、再提出及び追加は認めない。 

 ⑷ 提案書類の作成及び提出等に係る費用は、提案者の負担とする。 

 ⑸ 提案書類の提出後、契約候補者選定の作業にあたり、補足資料を求めることが 

ある。 

 ⑹ 企画内容は、確実に提案者が実現できる範囲で記載すること。企画提案書に記 

載した内容は、予算額の範囲内で実施できるものとみなす。 

７ 契約候補者の選定方法 
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⑴ 審査期間及び方法 

令和８年６月 23 日（火）～令和８年６月 26 日（金）の４日間（予定）  

各社から提出された提案書及びポスターデザインを審査員が作品ごとに 0

～40 点での採点を行うこととする。 

※ 審査期間については、審査対象者に対し別途通知する 

 ⑵ 審査基準 

   別表のとおり 

 ⑶ 評価方法・最低基準点 

当公社職員等 10 名からなる本企画競争に係る実施委員会の実施委員による採

点を合計する総合点数評価とする。また、最低基準点を満点の 7 割とし、最低基

準点に満たない場合は、契約候補者としない。 

評価点等の満点にあっては、評価に携わった実際の委員（出席者）数によって

変動する場合がある。 

 ⑷ 採点が同点の場合の取扱い 

   同点のデザイン提案が２者以上あった場合には、特定評価項目に指定されてい

る３項目の評価点の合算値をもって優劣を比較することとする。 

 ⑸ 参加者が１者であった場合 

   最低基準点（満点の７割）以上の場合に限り契約候補者として選定する。 

 ⑹ 選定結果の通知 

   上記⑴～⑸に基づき契約候補者を決定したときは、速やかに提案者全員に対し、 

その結果を書面により通知する。 

８ 提案書類の取扱い 

⑴ 提出された提案書類は、本企画競争における契約候補者の選定作業のほか、契 

 約手続及び業務履行の際の確認作業(随意契約の相手方のものに限る。)以外の目 

的では使用しない。 

⑵ 提案に関する評価結果を除き、提出された提案書類その他本企画競争の実施に 

伴い提出された書類については、公表しないものとする。 

⑶ 提出された書類等は返却しない。 

⑷ 著作権等に関する事項 

ア 企画案の著作権は各提案者に帰属するが、契約候補者と当公社が契約を締結

した時点で、契約候補者の企画案の著作権は当公社に移譲されるものとする。 

イ 当公社が本企画競争の実施に必要と認めるときは、企画案を当公社が利用（必 

要な改変を含む。）することに許諾するものとする。この場合は、あらかじめ提

案者に通知するものとする。 

ウ 提案者は、当公社に対し、提案者が企画案を創作したこと及び第三者の著作

権、著作人格権及びその他特許権、商標権を含むいかなる知的財産権を侵害す
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るものではないことを保証するものとする。 

エ 提案書の利用について、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じたと

きは、提案者は、自己の費用及び責任においてこれを解決するものとし、かつ

委託者に何らかの損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。 

９ 契約手続き 

  上記７に基づき契約候補者を決定したときは、一般財団法人札幌市交通事業振興

公社契約規程及び事務処理要綱に基づき、随意契約の手続きを次のとおり行う。 

⑴ 契約候補者との協議 

    本企画競争に係る役務の調達に関する詳細(業務仕様書の策定等)について協議 

を行う。なお、協議によっては、採用した提案内容のうち評価対象項目下外で企

画競争の実質を損なわない範囲において、提案内容を変更することがある。 

⑵ 契約の締結 

５⑵で提出された見積書が、別途定める予定価格(契約金額の上限額)の制限の

範囲内の金額であったときに、所定の手続きを経たうえで契約書を取り交わす。 

⑶ 契約保証金 

     契約金額の 100 分の 10 以上の額(免除規定を適用する場合有り)。 

１０ その他 

⑴ 手続において使用する言語及び通貨 

      日本語及び日本円 

⑵ 異議の申立て 

提案者は、提案後、図面、設計図書、仕様概要及び関係書類並びに現場等につ 

いての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 

 


